
Ｎｏ 措　　　　置 部局 室・課等

1
寝屋川市公印規
則

公印の新調及び廃止と改刻では、事務の流れ
が若干異なることから、依頼書の受領、公印
の発注、規則の改正、告示などを行ったかが
分かるようなチェックリストを作成し、手続
に漏れが生じない体制を構築しました。

総務部 総務課

2
登記事項証明書
登記簿謄本・抄
本請求書等

事前押印に係る寝屋川市公印規則の内容を課
内で周知するとともに、専用公印の事前押印
の取扱いについて、事務の漏れがないよう事
務マニュアル等に記載し、手続に漏れが生じ
ない体制を構築しました。

財務部 資産管理課

3

固定資産税・都
市計画税納税通
知書（一般、口
座振替、共有者
用及び随時用）

納税通知書の印刷発注等に際しては、「公印
事前押印刷込み承認願」の写しを必ず添付す
ることを徹底するとともに、事務処理に関す
るマニュアルを作成し、手続に漏れが生じな
い体制を構築しました。

市民サービ
ス部

固定資産税
担当

4
第15回寝屋川市
小中学校囲碁将
棋大会

・当該事務のマニュアルに、公印事前押印文
書処理簿への記入方法などを記載しました。
・公印申請の決裁時に、当該事業に関する公
印事前押印文書処理簿（交付予定枚数記載
分）を作成し、添付することとしました。
・事業実施報告書の供覧時に、当該事業に関
する公印事前押印文書処理簿（交付枚数と残
数を記載した確定分）を添付し、事業実施報
告書と公印事前押印文書処理簿を併せて確認
する仕組みを導入しました。

経営企画部
市長室秘書
課

5
登記事項証明書
登記簿謄本・抄
本請求書等

・公印事前押印承認願の起案を行う際に、担
当者が公印事前押印文書処理簿を起案に添付
することとしました。
・事前公印に係る寝屋川市公印規則の内容を
課内で周知するとともに、専用公印の事前押
印の取扱いについて、事務マニュアル等に記
載し、手続に漏れが生じない体制を構築しま
した。

財務部 資産管理課

6 子ども医療証

管理職を含め寝屋川市公印規則の内容を周知
徹底しました。また、子ども医療証について
は、業務終了後、残数を確認した上で、公印
刷込み文書処理簿に入力する職員（担当職
員）をあらかじめ指定するとともに、管理職
が日々、確認する仕組みを構築しました。

市民サービ
ス部

医療助成担
当

7
大阪府国民健康
保険被保険者証

管理職を含め寝屋川市公印規則の内容を周知
徹底しました。また、大阪府国民健康保険被
保険者証を含めた公印の印影の印刷を行った
ものについては、業務終了後、残数を確認し
た上で、公印刷込み文書処理簿に入力する職
員（担当係長）をあらかじめ指定するととも
に、管理職が日々、確認する仕組みを構築し
ました。

市民サービ
ス部

国民健康保
険担当

⑷　公印刷込み承認願

ア　公印の印影の印刷がなさ
れていたが、公印刷込み承認
願を総務課長に提出しておら
ず、承認を受けていなかっ
た。

⑸　公印事前押印文書処理簿

公印事前押印文書処理簿によ
り、使用状況を明らかにしな
ければならないところ、公印
事前押印文書処理簿を調製し
ていなかった。

令和７年度定期監査等結果報告に対する措置状況

⑹　公印刷込み文書処理簿

公印刷込み文書処理簿によ
り、使用状況を明らかにしな
ければならないところ、公印
刷込み文書処理簿を調製して
いなかった。

指　摘　事　項

１　公印等管理事務について

⑵　公印規則

寝屋川市公印規則の改正漏れ
があった。

⑶　公印事前押印承認願

公印の事前押印がなされてい
たが、公印事前押印承認願を
総務課長に提出しておらず、
承認を受けていなかった。

1



Ｎｏ 措　　　　置 部局 室・課等

令和７年度定期監査等結果報告に対する措置状況

指　摘　事　項

8
後期高齢者医療
保険料額変更決
定通知書

管理職を含め寝屋川市公印規則の内容を周知
徹底しました。また、後期高齢者医療保険料
額変更決定通知書については、業務終了後、
残数を確認した上で、公印刷込み文書処理簿
に入力する職員（担当職員）をあらかじめ指
定するとともに、管理職が日々、確認する仕
組みを構築しました。

市民サービ
ス部

後期高齢者
医療担当

9
軽自動車税（種
別割）納税通知
書（一般分）

管理職を含め寝屋川市公印規則の内容を周知
徹底しました。また、軽自動車税（種別割）
納税通知書（一般分）については、調製漏れ
がないよう、通知書発送時の決裁に、処理簿
の写しを添付するとともに、管理職が日々、
確認する仕組みを構築しました。

市民サービ
ス部

税制・市民
税担当

10

固定資産税・都
市計画税納税通
知書（一般、口
座振替、共有者
用及び随時用）

・管理職を含め寝屋川市公印規則の内容を周
知徹底しました。また、公印刷込み文書処理
簿の調整漏れを防止するため、当該通知書発
送時の決裁に際し、処理簿の写しを添付する
とともに、適宜その使用状況を確認する仕組
みを構築しました。

市民サービ
ス部

固定資産税
担当

11
国民健康保険料
督促状兼領収書

・管理職を含め寝屋川市公印規則の内容を周
知徹底しました。また。公印刷込み文書処理
簿の調製漏れがないよう、督促状発送時の決
裁に、処理簿の写しを添付するとともに、管
理職が日々、確認する仕組みを構築しまし
た。

市民サービ
ス部

徴収・納付
担当

12
重度障害者
（児）タクシー
利用券

管理職を含め寝屋川市公印規則の内容を周知
徹底しました。また、重度障害者（児）タク
シー利用券については、担当者が変更した場
合でも漏れなく対応できるよう業務マニュア
ルに記載するとともに、管理職においては、
公印刷込み後の文書処理簿の調製状況につい
て、定期的に確認することとしました。

福祉部 障害福祉課

13
児童家庭相談シ
ステム・端末パ
ソコン

・備品を購入した際の事務マニュアルを作成
するとともに、所属職員に対し業務フローを
周知しました。
・備品の納品から物品管理簿への記載、備品
への備品整理票の貼付作業まで、必要な対応
が取られているかチェックリストを活用する
こととしました。

こども部
こどもを守
る課

14
寝屋川市土地区
画整理事業補助
金の交付確定

起案事務において、歳出予算を執行するため
の起案文書については、事務決裁確認ツール
を活用するとともに、本ツールの対象外であ
る起案文書については、新たに事務決裁区分
一覧表を作成し、それを確認した上で、統合
型内部事務システム上の付箋機能を活用し、
起案者は、合議、専決権者など何に基づいて
いるのかを記載し、決裁権者は、起案者の記
載内容に間違いがないのかを確認することと
しました。

都市デザイ
ン部

都市一課
（総合戦
略・産業立
地）

15

令和６年度児童
手当制度改正に
伴う、児童手当
システム改修業
務委託

・支出負担行為書や支出命令書の作成におい
て、自動設定済みの専決権者を原則変更しな
いこととし、変更する必要が生じた場合は、
所属長など上席者の承認を得ることとしまし
た。
・起案書の作成が必要な場合は、必ず「事務
決裁確認ツール」を使用することとしまし
た。

こども部
こどもを守
る課

公印刷込み文書処理簿によ
り、使用状況を明らかにしな
ければならないところ、公印
刷込み文書処理簿を調製して
いなかった。

２　備品管理事務について

３　専決について

⑴　起案文書について、専決権
者である副市長によって決裁さ
れなければならないところ、ま
ちづくり推進部長による決裁で
施行されていた。

⑵　支出命令について、専決権
者であるこども部長によって決
裁されなければならないとこ
ろ、こどもを守る課長による決
裁で施行されていた。

⑴　使用中の備品について、備
品整理票を付けて整理すべきと
ころ、付けていなかった。
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Ｎｏ 措　　　　置 部局 室・課等

令和７年度定期監査等結果報告に対する措置状況

指　摘　事　項

16
携帯型デジタル
簡易無線機の取
得

・事務決裁規程等の確認を行うとともに、予
算執行を伴う起案の際には支出科目別添付書
類等一覧表等で随時確認を行うことの重要性
について所属職員に周知しました。
・工事、物品購入を行う際には、統合型内部
事務システム「工事・物品管理」から処理を
行うよう、ロゴチャット及び口頭で所属職員
に対して情報共有を行いました。

危機管理部 防災課

17

航空写真及び地
番・家屋配置参
考図等閲覧シス
テム導入業務委
託に係るノート
パソコンの取得

専決区分の誤り及び合議漏れの未然防止を図
るため、決裁前に「事務決裁確認ツール」を
活用し、適切に合議者の設定を行うととも
に、所属職員へその旨を周知しました。 市民サービ

ス部
固定資産税
担当

18

家屋台帳等電子
化業務委託に係
るデスクトップ
パソコン及び
レーザープリン
タの取得

専決区分の誤り及び合議漏れの未然防止を図
るため、決裁前に「事務決裁確認ツール」を
活用し、適切に合議者の設定を行うととも
に、所属職員へその旨を周知しました。 市民サービ

ス部
固定資産税
担当

19
墓地返還届に伴
う永代使用料の
還付

・墓地返還届の受付簿への情報入力におい
て、返還金額を入力した際に、財政課長の合
議が必要な場合は、当該受付簿の管理を行う
Excelにアラームが出るように設定するとと
もに、事務決裁確認ツールを活用することに
より、起案前に合議要否の確認を徹底するこ
ととしました。
・受付書類自体に『財政課長合議要』の付箋
を貼付した上で、起案作成、決裁を行うこと
としました。

市民サービ
ス部

市民生活担
当

20
寝屋川市土地区
画整理事業補助
金の交付確定

起案事務において、歳出予算を執行するため
の起案文書については、事務決裁確認ツール
を活用するとともに、本ツールの対象外であ
る起案文書については、新たに事務決裁区分
一覧表を作成し、それを確認した上で、統合
型内部事務システム上の付箋機能を活用し、
起案者は、合議、専決権者など何に基づいて
いるのかを記載し、決裁権者は、起案者の記
載内容に間違いがないのかを確認することと
しました。

都市デザイ
ン部

都市一課
（総合戦
略・産業立
地）

21
会計年度任用職
員の給与

・年度開始前の３月に、管理職で会計年度任
用職員の給与など、１年間に起案を要する費
目の有無を確認し、任用開始日等を踏まえた
起案作成期限を整理するとともに、その内容
を課の共通スケジュール（エクセル）に入
力、所属内で共有し、タスクを明確化するこ
ととしました。
・補正予算等により年度途中に新たに当該費
目が発生した場合は、発生の都度、同様の対
応を行うこととします。

経営企画部 企画四課

22
会計年度任用職
員の給与

・会計年度任用職員の任用に当たり、任用通
知書を本人へ交付する時点で、必ず決裁処理
に着手できるよう、起案手続に係るマニュア
ルを整備するとともに、起案漏れ防止のため
のチェックリストを作成し、当該チェックリ
ストの活用を徹底することとしました。

市民サービ
ス部

固定資産税
担当

⑶　起案文書について、記載金
額が50万円以上の場合は財政課
長の合議が必要であるが、合議
を経ずに施行されていた。

⑷　起案文書（市長が決裁する
場合又は副市長が専決すること
ができる場合）について、記載
金額が500万円以上の場合は財
務部長及び財政課長の合議が必
要であるが、合議を経ずに施行
されていた。

５　起案について

⑴　予算を執行するにつき、起
案を要するものについて、起案
の作成がなされていなかった。

⑴ 支出負担行為について、備
品購入費（図書購入費を除
く。）の額が20万円以上の場合
は財政課長の合議が必要である
が、合議を経ずに施行されてい
た。

４　合議について
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令和７年度定期監査等結果報告に対する措置状況

指　摘　事　項

23

重層的支援体制
整備事業多機関
協働事業業務
委託

個人情報が記録された資料等の返還等報告書
については、個人情報に係る事務に関する
チェックリストを作成し、担当者が変更した
場合でも漏れなく対応できる仕組みを構築す
るとともに、起案を回覧する際に統合型内部
事務システムの付箋機能を活用し、管理職が
チェックリストを再確認することで手続に漏
れがない体制を構築しました。

福祉部 福祉総務課

24
指定金融機関業
務委託

契約の相手方に対し、通常の銀行業務におけ
る個人情報であっても対象になることを正し
く理解してもらい、個人情報取扱特記事項第
11条に基づき、返還等報告書を徴取すること
としました。
（※なお、既に返還等報告書を徴取済み。）

会計室

⑵　個人情報を含む業務を委託
する場合に、契約の相手方から
個人情報取扱報告書、個人情報
取扱状況報告書及び個人情報が
記録された資料等の返還等報告
書の提出を受けなければならな
いが、受けていなかった。

６　その他

⑴　個人情報を含む業務を委託
する場合に、契約の相手方から
個人情報が記録された資料等の
返還等報告書の提出を受けなけ
ればならないが、受けていな
かった。
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